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【基幹事業との関連性】基幹事業である「名取駅前復興市街地再開発事業」で整備が

進められている複合施設周辺の安全な通行に寄与するため、本事業を実施するもの

である。

【事業期間】　平成３０年度

【事業内容】　市道原停車場線の整備延長１６０ｍのうち、現況幅員３ｍの狭隘区

間は６ｍに拡幅整備をを行い、拡幅済の区間は舗装整備行うもの。用地及び補償物件

等への対応が完了次第、直ちに拡幅工事に着手する。

【今回申請額】 ①用地費　２３，３９０，０００円（8筆・343.45㎡）

②補償費　２９，８７０，０００円（建物補償1件・通損補償7件）

【全体事業費】 １０４，６９０，０００円

＜平成３０年度事業予定＞

用地・補償費 　  ５３，２６０，０００円

工事費　　　　　 ５１，４３０，０００円

※ この様式は、原則として、参考様式第２９及び参考様式第３２の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

　名取駅前復興市街地再開発事業は、平成２９年２月より複合施設の建築に着工した
ところだが、平成３０年１０月末の竣工に向けて、これまで順調に進捗しているとこ
ろである。
　この複合施設には名取市図書館及び増田公民館といった公共公益施設や、生活利便
施設も入居する予定である。完成後は、周辺地区住民はもとより、市内各地区から多
くの市民が足を運ぶことが想定されるが、駐車場を配置する施設北側には既存市道で
ある「停車場田高線」または「町西線」、及び「原停車場線」を通行していくことに
なる。
　震災前にはこのような複合施設は名取駅前にはなかったため、これら既存市道は、
一部区間の幅員が３ｍ程度と狭隘であり複合施設の通行に対応しておらず、歩行者や
自転車利用者の確保や車両の安全な運行に支障をきたす状況となっている。今般、補
償調査が終了した「市道原停車場線」の拡幅整備をすべく、用地補償費、工事費等の
必要な事業費を措置するもの。

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
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全体事業費 １０４，６９０，０００円

復興地域づくり加速化事業

　名取駅前復興市街地再開発事業関連道路整備事業（原停車場線）

事業番号


